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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
五
号

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
八
・
二
・
三

十
号
高
松
農
の
風
景
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八

十
五
号
及
び
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第

千
百
五
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
練
馬

区
高
松
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地

を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
一
月
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

稲
城
市
大
字
大
丸
字
二
十
五
号
二

千
百
四
十
六
番
二
及
び
同
番
四
十

六
か
ら
同
番
五
十
四
ま
で

稲
城
市
大
丸
五
百
二
番
地
二

マ
ル
オ
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
久
保
清
次

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
一
月
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

稲
城
市
大
字
大
丸
字
四
号
三
百
五

十
五
番
八
、
同
番
十
七
及
び
同
番

十
八
並
び
に
字
二
十
五
号
二
千
百

四
十
六
番
十
三
及
び
同
番
五
十
五

か
ら
同
番
六
十
ま
で

稲
城
市
大
丸
五
百
二
番
地
二

マ
ル
オ
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
久
保
清
次

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
六
本
木
店

二

店
舗
所
在
地

港
区
六
本
木
三
丁
目
十
四
番
十
号

三

設
置
者
名

日
本
ア
セ
ッ
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

港
区
長
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イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
七
日
か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見

の
概
要
に
つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
の
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名
、
店
舗
所
在
地
及
び
設
置
者
名

㈠
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
コ
ー
ン
ズ
・
ハ
ウ
ス
Ⅱ

イ

店
舗
所
在
地

港
区
芝
三
丁
目
四
十
六
番
三
ほ
か

ウ

設
置
者
名

コ
ー
ン
ズ
・
ア
ン
ド
・
カ
ン
パ
ニ
ー
・
リ

ミ
テ
ッ
ド

㈡
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
ニ
ト
リ
目
黒
店

イ

店
舗
所
在
地

目
黒
区
下
目
黒
六
丁
目
九
百
九
十
二
番
三

ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ニ
ト
リ

㈢
ア

店
舗
名

ウ
ィ
ズ
原
宿

イ

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目
十
四
番
三
十
号

ウ

設
置
者
名

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開
発
株
式
会
社

㈣
ア

店
舗
名

イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
御
嶽
山
駅
前

イ

店
舗
所
在
地

大
田
区
北
嶺
町
三
十
七
番
十
三
号

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
田
ノ
原
屋

二

東
京
都
の
意
見
の
概
要

ア

概
要

一
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
店
舗
に
係
る
届
出
に

つ
い
て
は
、
区
市
等
の
意
見
に
配
意
す
る

と
と
も
に
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
四

条
に
基
づ
く
指
針
を
勘
案
し
、
総
合
的
に

判
断
し
て
、
意
見
な
し
と
す
る
。

イ

意
見
の
通
知
日

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日

三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振

興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）

四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
七
日
か
ら
同
年
二
月
七
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十

号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。
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東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
一
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
十
月

五
日

三
四
九
六

株
式
会
社

手
塚
設
備

工
業

板
橋
区
赤
塚

八
丁
目
十
七

番
七
号

板
橋
区
高
島

平
五
丁
目
三

番
六
号

第

三
丸
伝
ハ
イ

ツ
一
〇
三
号

室

同
月
十

二
日

五
六
八
六

株
式
会
社

フ
ジ
マ
サ

東
京
支
店

町
田
市
真
光

寺
二
丁
目
三

十
二
番
地
五

町
田
市
金
森

東
四
丁
目
四

十
二
番
十
七

号

横
田
ビ

ル
二
〇
二
号

室

同
月
十

四
日

五
七
〇
八

金
子
工
業

株
式
会
社

板
橋
区
小
茂

根
一
丁
目
二

十
七
番
十
六

号

五
〇
一

号
室

板
橋
区
小
茂

根
一
丁
目
二

十
番
二
号

二
〇
五
号
室

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
三

五
〇
四
〇

前
野
工
業

吉
見
真
美
子

宮
崎
美
津
江
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年
十
月

五
日

株
式
会
社

同
月
八

日

五
五
八
三

株
式
会
社

リ
グ
ラ
ン

ド

相
川

俊

青
木

享
洋

同
月
十

二
日

一
三
六
〇

酒
井
工
業

株
式
会
社

酒
井

孝

酒
井

政
男

同
月
十

五
日

二
〇
六
八

瀧
澤
設
備

工
業
株
式

会
社

瀧
澤

一
城

瀧
澤

信
之

同
月
二

十
七
日

〇
二
九
六

有
限
会
社

関
口
屋

伊
藤

克
己

小
宮

享

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
一
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
八
一

株
式
会
社

カ
ト
ウ
設

備
企
画

加
藤

豊

立
川
市
曙
町
三
丁
目
三

番
五
号

レ
コ
ル
ト
・

サ
ン
ク
Ｅ

五
七
八
二

有
限
会
社

エ
ム
ト
ラ

ス
ト

櫛
田

城
勝

豊
島
区
巣
鴨
三
丁
目
三

十
四
番
十
号

イ
ー
グ

ル
巣
鴨
一
〇
三
号
室

五
七
八
三

株
式
会
社

エ
ー
ゼ
ッ

ト

小
林

健
二

葛
飾
区
西
亀
有
三
丁
目

三
十
一
番
十
一
号

二

指
定
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
四
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


